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審　査　請　求　裁　決　書

審査請求人

関係保護の
実施機関

当該不服の
処　分　等

生活保護法（昭和２ ５年法律第１４４号。以下

「法」という。） に基づく平成２１年１１月２６

日付け生活保護申請却下処分 （以 下 「原処分」

という。）

平成２１年１２月２日付けで提起された行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）
の規定による上記処分に対する審査請求について、次のとおり裁決する。

１　主文

平成２１年１２月２日付けで提起された本審査請求は容認する。・
て 　 青 こ ま 肖

２　理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｊ
（１）審査請求の概要

審査請求人
㎜､

（以下「請求人」という。）は、生活に困窮したとして平成２

１年１り月２８日にj四k （以下「処分庁」という。）に対匸 法に基づく
保護申請を行った。

これに対し処分庁は、請求人は近隣に居住する長男の引き取りにより生活が可能で
あるとの判断から、平成２１年１１月２６日付けで原処分を行ったところ、請求人は
原処分を不服として本審査請求を行ったものである。

（２）審査請求の趣旨及び理由　　ヶ

請求人は、原処分を受けたことについて納得できず。その取消しを求めるものであ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　・

（３）処分庁の弁明



ア　長男の引き取り拒否について

（ア）長男の暴力については、平成１７年１月１日にＤＶがあって以後暴力は受けて
いないこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匸

（イ）請求人の居住する場所がないため引取りができないとの理由については、同居
’　 していた二男が長男宅から転出しており、居住場所は確保されていること。

（ウ）生活費等の経沽的な面にっいごとは、長男の新聞配達や宅配便の就労、また、鼻
㎜ μ）収入と請求人の年金収入で金銭的な余裕があるこ≒　　 つ

（工）長男の結婚については、交際している相手とは長男は現在同居していないし、
また、婚約をしているわけでもない。よって、現時点で請求人との同居の妨げに
なるものではない。　　　　　　　　　　　　’･

イ　居住先について

請求人は生活保護を申請し、保護の適用を受けることを希望するのであれば、現
在居住している市営住宅は返還し、家賃の負担のない長男宅へ転居すべきである。

ウ　資産の名義変更について

十　　 請求人名義であ谷た
㎜

についてヽ 生活保護の相談 在行゜た翌りに
長男へ名義変更している。

（４）請求人 の反論　　　　　　　　　　　　　　 十　　　　 丶　　　　　　　　　　　　　
‘

ア　 長男は新聞配達 と宅配便の配達、 また㎜k の収入 から借金返済をじてお
り、請求人へは毎月１万円を援助するのが精一杯で８ る。

イ ㎜1 の名義変更については、長男の破産手続きが完了し６ヶ月が経過し
たこと、処分庁の担当者が

㎜F)
仕事を続けても良いと言ったこと、由定資産税

の支払いが困難となり、支払いが遅れていたことなどがその理由である。
ウ　長抬か

ー､
へヽ転居したことにより、空き家となった㎜ の居在先につ

コいでは、建築後８０年程経過した建物であり、老朽化が著しく雨漏り等もあって、
。現在の市営住宅から転居することは困難である。

また、市営住宅の返還に係る原状回復に要する費用の捻出もできない。
（５）事実認定

ア　請求人は、平成２１年１０月２８日付けで生活困窮を理由に生活保護の申請を行
ったこと。

イ　処分庁は、平成２１年１０月２９日に固定資産税名寄帳兼課税台帳により、請求
大名義の資産及び課税状況等を確認したこと。

ウ　処分庁は、請求人の扶養義務者（長男、二男、養女）に対し、扶養照会を行った
結果、それぞれ平成２１年↓１月２日、２４日、４日に援助否若しくは未記入によ
る回答を受理したこと。

エ　請求人は、皿 及び皿 内に所有する資産を平成２１年１０月１９日付け七
贈与により請求人の長男へ名義変更したこと。また、処分庁はその事実を平成２１



年 １ １月 １ ７ 日に 高知 地方 法 務 局安 芸支 局 発 行 の登 記 事 項証 明 書によ り 確認 した こ

こと。

オ　 処 分庁 は 囗 請求 人 の保 護 申請に 対 し、 長男 の 引き 取 り によ り最低 生 活が 維 持 可 能

△　 で あ る と の理 由か ら 保護 申 請を 却下 し 、 平成 ２ １年 １ １月 ２ ６日付 けで 保 護 申 請却

。下通 知 書を 交 付 した こ と。

（６） 争点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　　　　　 づ
本審 査 請求 にお け る争 点 は、 処分 庁 が請 求 人 に対 し て 行っ た原 処 分に つ いて 、 違 法

又 は 不当 の も のと 言 え るか否 かで あ る。

（ ７） 判断
’　　　　　　　　　　　　　　　･･j　　｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

以 下 の とお り判 断 す る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。･

法第 ４条 第 １ 項 にお い て は、「保 護 は、 生活 に困 窮す る者 が √そ の利用 し 得 る資 産 、

能力 そ の他 あ ら ゆ る もの を、そ の最 低限 度 の 生活 の維 持 のた め に活用 す る こと を 要件

と して 行 われ る。」 と規 定され て いる。

また 、 法第 ４ 条 第 ２項 では 、「民法 に定め る 扶養 義 務者 の扶 養及 び他 の法 律 に定 める

扶助 は1 す べ て こ の 法律 によ る保 護に 優先 して 行 われ る も のとする。」と して お り、 同

条第 １項 の定 め る 「保 護 の要 件」 とは 異な る位 置づ け の も のとして 規定 して い る。
「生活 保 護問 答 集 につい て」（平成 ２ １年 ３月 ３１ 日厚 生労働 省 社会 ・援 護 局 保護 課

。長 事 務連 絡） の第 ５ 「扶養義 務 の取扱 い」 によ ると、「扶 養義 務者 によ る扶 養」 が 資産
I（金 銭） とな り 得 る た め には 、 要保 護 世帯以 外 の第 三岩 で あ る扶 養義 務者 が 扶 養 の能

力 と 扶養 す る 意 思 を 有 して い る こと が必 要 とな り 、 要保 護 者本 人 の努力 のみで 資産 と

な り 得る も の で は な く 、そ れが 単 な る期待 可能 性 にす ぎ な い状 態 にお い て は、 第 １項

の 「そ の他 あ ら ゆ る もの」 に含 む こと はで きな い とし て いる。　　　　　　　
つ

これ を本 件 につ いて み ると 、処 分庁 は事 実認 定 ウに あ るよ うに 請求 人 の扶 養義 務 者

に対 し 扶養照 会 を 行 い 、援 助否 若し く は未記 入 によ る 回答 を受 理して い るこ と から、

請求 人 の扶養 義 務 者 が 請求 人 を扶養 す る意 思の な いこ と を確認 してい る。

そ もそ も 扶養 義 務 者 か らの援助 に ついて は 、 扶養 義 務 の具体 的内容 が当 事 者間 の関

係 、資力等 個々 の事 情 によ り様 々 であ り、弾力 的な 運 用 が求 めら れる もので あ るた め、

民 法 上は 扶養 義 務 め 内容 につ いて 画 一的明 確 な規 定 を置 かず 、当 事者 間 の協議 等 に委

ねて い る もの で あ る 。

ゆえ に、 扶 養義 務 者が 自 らの 生活実 態等 を考 慮した う えで 、扶 養の可 否 を判 断し た

も ので あ る以 上 、 これ を強 制的 に排除 する こ とは 妥当 な 判断 ではな い。

従 っ て、 今後 にお け る 請求 人 の長男 の扶 養が 期待 で き ない こと から、 処分 庁 が請 求

大に 係 る諸事 情 を客 観 的な 観 点か ら判 断す る ことな く 行 った原 処分 は妥 当で な いと考

える 。

以 上 のとお り 、 本 審 査請 求 は理 由が ある ので 、 行政 不 服審 査法第 ４ ０条 第 ３項 の 規

定 に 基づ き、 主 文 のとお り裁 決す る。　　　　　　　　　　　 ∧



平成２２年１月２ ２日

高知県知事 尾崎


